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平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
、
新
た
な
障

害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
「
支
援
費
制

度
」
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
障
害
を
持
つ
か
た
が
施

設
サ
ー
ビ
ス
や
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す

る
場
合
、
本
人
が
自
分
で
利
用
す
る
施
設

や
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
選
択
で
き
る
制
度
で

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
ま
で
の
行
政
主
導

の
措
置
制
度
に
よ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
か

ら
、
障
害
を
持
つ
か
た
自
ら
が
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
選
択
し
、
事
業
者
と
利
用
契
約
を

締
結
す
る
制
度
へ
移
行
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
障
害
者
福

祉
に
関
わ
る
「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」

「
知
的
障
害
者
福
祉
法
」「
児
童
福
祉
法

（
障
害
児
関
係
の
み
）」
に
規
定
さ
れ
る
施

設
支
援
お
よ
び
居
宅
支
援
で
す
。
た
だ
し
、

障
害
児
の
施
設
支
援
で
あ
る
知
的
障
害
児

施
設
・
知
的
障
害
児
通
園
施
設
・
盲

ろ
う
あ
児
施
設
・
肢
体
不
自
由
児
施
設
・

重
症
心
身
障
害
児
施
設
は
、
こ
れ
ま
で
と

同
様
に
措
置
制
度
が
残
り
ま
す
。
支
援
費

制
度
で
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
下
の

表
の
と
お
り
で
す
。

こ
の
「
支
援
費
制
度
」
は
、
利
用
者
と

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
で
あ
る
事
業
者
・
施

設
、
そ
し
て
町
の
三
者
が
協
力
し
て
運
営

し
て
い
き
ま
す
。
支
援
費
の
申
し
込
み
や

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
請
求
・
支
払
い
な
ど

の
流
れ
は
下
の
図
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
現
在
、
身
体
障
害
者
・
知
的
障

害
者
施
設
に
入
所
さ
れ
て
い
る
か
た
に
は

直
接
施
設
へ
、
ま
た
在
宅
で
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け

て
い
る
か
た
に
は
各
家
庭
へ
「
支
援
費
制

度
の
ご
案
内
」
と
「
支
援
費
支
給
申
請
書
」

を
お
送
り
し
ま
す
の
で
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
保
健
福
祉
課
ま
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
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①
支
援
費
の
申
し
込
み

「
施
設
に
入
り
た
い
」
と
か
、「
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
に
来
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
希

望
が
あ
る
か
た
は
、
町
の
保
健
福
祉
課

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
現
在
、
受

付
中
で
す
。

②
支
援
費
の
決
定

申
し
込
み
が
さ
れ
る
と
町
は
利
用
者
本

人
か
ら
障
害
の
状
態
な
ど
を
調
査
し
、

支
援
費
支
給
の
要
否
を
検
討
し
ま
す
。

支
給
が
決
定
す
る
と
、
利
用
者
負
担
額

も
決
定
し
て
、
受
給
者
証
を
交
付
し
ま

す
。

③
契
約

利
用
者
が
自
ら
事
業
者
・
施
設
を
選
び

直
接
契
約
を
結
び
ま
す
。

④
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

利
用
者
が
希
望
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
事
業

者
・
施
設
か
ら
受
け
ま
す
。

⑤
利
用
料
の
支
払
い

利
用
者
は
所
得
状
況
に
応
じ
て
町
が
決

定
し
た
負
担
額
を
、
事
業
者
・
施
設
に

支
払
い
ま
す
。

⑥
支
援
費
の
請
求

事
業
者
・
施
設
は
町
に
支
援
費
の
支
払

い
を
請
求
し
ま
す
。

⑦
支
援
費
の
支
払
い

町
は
、
事
業
者
・
施
設
に
支
援
費
を
支

払
い
ま
す
。

身
体
・
知
的
障
害
者
に
新
た
な
制
度

支

援
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制
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ス
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ー
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サ
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障害者福祉サービス「支援費制度」


